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⑴ 

建
築
物
の
「
開
口
部
」 

一
般
的
に
、
建
築
物
の
「
開
口
部
」
に

は
、
採
光
・
日
照
、
通
風
・
換
気
、
視
界
・

眺
望
の
た
め
に
設
け
る
「
窓
」
と
、
人
や

物
の
出
入
り
な
ど
の
目
的
で
設
け
る
「
戸
、

扉
」
に
分
か
れ
ま
す
が
、「
床
下
換
気
ロ
」
、

地
下
ピ
ッ
ト
内
に
設
け
る
「
人
通
ロ
」
、

設
備
配
管
類
を
通
す
た
め
の
「
貫
通
孔
」

な
ど
も
「
開
口
部
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
こ

れ
ら
の
「
開
口
部
」
は
、
建
築
的
な
「
開 

口
部
」
と
設
備
的
な
「
開
口
部
」
、
お
よ

び
非
常
時
に
使
用
さ
れ
る
「
開
口
部
」
に

分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
建
築
的

な
「
開
口
部
」
に
お
い
て
は
、
視
界
・
眺

望
の
確
保
や
人
と
物
の
出
入
り
の
た
め

に
必
要
と
な
る
開
放
性
と
共
に
、
外
部
環

境
か
ら
生
命
財
産
を
守
る
た
め
の
閉
鎖

性
も
求
め
ら
れ
、
さ
ら
に
は
、
日
照
、
自

然
採
光
、
自
然
換
気
、
自
然
排
煙
な
ど
の

機
能
性
も
必
要
と
な
り
ま
す
。
設
備
的
な

「
開
口
部
」
に
関
し
て
は
、
機
械
換
気
、

給
気
、
機
械
排
煙
、
設
備
配
管
用
必
要
と

な
る
「
貫
通
孔
」
と
共
に
、
床
下
点
検
、

人
通
、
床
下
換
気
な
ど
の
機
能
を
備
え
た

「
開
口
部
」
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
非
常
時
に
使
用
さ
れ
る
「
開

口
部
」
と
し
て
、
火
災
の
延
焼
を
防
止
す

る
た
め
の
防
火
設
備
で
あ
る
防
火
戸
や

消
防
隊
の
進
入
、
消
火
・
救
出
・
脱
出
の

た
め
に
有
効
な
「
開
口
部
」
の
設
置
が
求

め
ら
れ
、「
開
口
部
」
の
高
さ
や
大
き
さ
、

進
入
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
仕
様
・
構
造
な

ど
が
法
令
で
定
め
ら
れ
、
避
難
ハ
ッ
チ
等

「
開
口
部
」
の
設
置
も
求
め
ら
れ
て
い
ま

す
。 

⑵ 

建
築
物
の
「
開
口
部
」
に
求
め
ら
れ

る
役
割
と
規
定 

 

建
築
物
の
「
開
口
部
」
に
求
め
ら
れ
る 

役
割
と
規
定
で
す
。
（
【  

】
内
は
、
該

当
す
る
建
築
基
準
法
の
条
項
等
で
す
。
） 

① 

開
放
性
と
閉
鎖
性 

元
来
、
建
築
物
に
設
け
ら
れ
る
「
開
口

部
」
は
、
外
部
環
境
や
外
敵
を
遮
断
す
る

た
め
の
シ
ェ
ル
タ
ー
と
し
て
機
能
す
る

外
殻
内
へ
の
人
と
物
の
出
入
り
、
お
よ
び

風
・
光
・
空
気
を
通
す
た
め
の
開
口
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
開
放
さ
せ
る
必
要
性
が
生

じ
ま
す
。
他
方
、
外
部
環
境
や
外
敵
を
遮

断
し
内
部
空
間
を
閉
鎖
さ
せ
る
こ
と
も

求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
開
放
性
と
閉
鎖

性
の
両
方
を
充
足
す
る
た
め
に
、
原
則
的 

に
開
閉
で
き
る
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま

す
。
〈
資
料
‐
１
〉
開
放
性
と
閉
鎖
性
を

的
確
に
備
え
た
「
開
口
部
」
の
設
定
は
、

設
計
を
す
る
上
で
重
要
な
要
件
と
な
り

ま
す
。 
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② 

視
界
と
眺
望 

建
築
物
に
設
け
ら
れ
る
「
開
口
部
」
は
、

内
部
空
間
に
居
住
す
る
人
間
等
が
、
情
報

量
の
多
い
視
覚
に
よ
り
、
外
部
空
間
を
認

知
す
る
た
め
に
必
要
な
開
口
で
も
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
「
窓
」
等
の
「
開
口
部
」

か
ら
視
界
を
外
に
向
け
る
こ
と
に
よ
り
、

外
部
の
景
色
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る

こ
と
か
ら
、
眺
望
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
、

眺
望
権
が
争
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

視
界
と
眺
望
に
関
し
て
は
、
建
築
基
準
法

等
の
建
築
関
係
法
令
に
定
め
は
無
い
も

の
の
、
「
窓
」
等
の
「
開
口
部
」
か
ら
の

視
界
と
眺
望
は
、
重
要
な
設
計
要
件
の
一

つ
で
も
あ
り
ま
す
。 

③ 

日
照
と
採
光 

「
窓
」
等
の
「
開
口
部
」
か
ら
得
ら
れ

る
日
照
と
採
光
は
、
人
間
に
と
っ
て
健
康

に
係
る
基
本
的
要
件
と
な
り
ま
す
。
日
照

権
侵
害
が
問
題
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
が
、
建
築
基
準
法
等
の
建
築
関
係
法
令

に
お
い
て
、
日
照
権
を
直
接
的
に
規
制
す

る
規
定
は
な
い
も
の
の
、
建
築
基
準
法
の

日
影
規
制
と
斜
線
制
限(

特
に
北
側
斜
線

と
高
度
斜
線)

の
規
定
に
よ
り
、
間
接
的

に
日
照
権
が
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
ま
た
、
建
築
基
準
法
に
お
い
て
は
、

人
間
が
生
活
す
る
部
屋
に
関
し
て
、
採
光

の
た
め
の
「
開
口
部
」
（
「
窓
」
）
が
必

要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
建
築
物
内
部
へ
の

外
光
の
取
り
込
み
に
つ
い
て
、
用
途
ご
と

に
居
室
の
床
面
積
当
た
り
、
壁
や
屋
根
に

対
し
て
ど
れ
だ
け
の
「
開
口
部
」（
「
窓
」
）

の
面
積
が
必
要
な
の
か
が
規
定
さ
れ
、
隣

地
境
界
線
と
の
距
離
お
よ
び
建
築
物
の

高
さ
と
の
関
係
に
則
っ
た
有
効
採
光
面

積
の
算
定
方
法
も
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
建
築
基
準
法
第
２
８
条
第
１
項
／
第

５
５
条
／
第
５
６
条
第
１
項
第
三
号
／

同
法
施
行
令
第
１
９
条
／
第
２
０
条
】 

④ 
通
風
と
換
気 

通
風
（
風
通
し
）
に
関
す
る
規
定
は
、

建
築
基
準
法
等
の
建
築
関
係
法
令
に
定

め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
室
内
の
空
気
環

境
の
保
全
、
お
よ
び
熱
・
煙
・
臭
気
を
排

出
す
る
た
め
の
自
然
換
気
お
よ
び
換
気

設
備
の
設
置
に
関
し
て
は
、
建
築
基
準
法

に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
【
建
築
基
準
法

第
２
８
条
第
２
項
】 

ま
た
、
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
症
候
群
へ
の
対

策
と
し
て
、
室
内
の
汚
染
・
有
害
な
空
気

の
入
替
え
の
た
め
の
常
時
換
気
等
に
関

す
る
規
定
も
建
築
基
準
法
に
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
【
建
築
基
準
法
第
２
８
条
の

２
第
１
項
第
三
号
／
同
法
施
行
令
第
２

０
条
の
７
／
第
２
０
条
の
８
】 

尚
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
拡
大
防
止
の
目
的
で
、
自
然
換
気
や

換
気
設
備
の
重
要
性
が
注
目
を
浴
び
た

と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。 

⑤ 

人
と
物
品
等
の
出
入
り 

人
と
物
品
等
の
出
入
り
に
関
し
て
、
使

い
勝
手
に
見
合
っ
た
「
開
口
部
」
の
高
さ

と
幅
、
お
よ
び
建
具
の
開
閉
の
方
式
、
建

具
金
物
の
種
類
、
な
ら
び
に
バ
リ
ア
フ
リ

ー
の
た
め
の
沓
ず
り
部
分
の
段
差
解
消

や
挟
み
込
み
防
止
、
転
落
防
止
な
ど
の
安

全
対
策
は
、
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
要

素
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
建
築
基
準
法
に

お
い
て
は
、
緊
急
時
の
避
難
口
と
な
る

「
開
ロ
部
」
に
面
す
る
避
難
通
路
の
規
定
、

お
よ
び
避
難
方
向
へ
の
避
難
口
の
開
き

勝
手
や
幅
の
制
限
、
非
常
用
の
進
入
口
に

代
わ
る
窓
に
関
す
る
規
定
が
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
【
建
築
基
準
法
施
行
令
第
１

２
６
条
の
６
／
１
２
６
条
の
７
】 

 
 

尚
、
消
防
法
に
お
い
て
は
、
避
難
上
お

よ
び
消
火
活
動
上
有
効
な
開
口
部
に
関

す
る
規
定
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

【
消
防
法
施
行
規
則
】
「 

⑥ 

落
下
の
防
止 

 
 

「
窓
」
等
の
「
開
口
部
」
の
腰
の
高
さ
、

お
よ
び
手
す
り
の
設
置
等
に
関
す
る
基

準
は
、
建
築
基
準
法
に
規
定
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
が
、
屋
上
広
場
や
２
階
以
上
の
階
に

あ
る
バ
ル
コ
ニ
ー
そ
の
他
こ
れ
に
類
す

る
も
の
の
周
囲
に
お
い
て
は
、
高
さ
が 

１
．
１
ｍ
以
上
の
手
す
り
壁
等
を
設
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
、
建
築
基
準
法
に

規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
【
建
築
基
準
法
施

行
令
１
２
６
第
１
項
】 

⑦ 

耐
風
圧
性
／
水
密
性
／
気
密
性 

「
開
口
部
」
に
使
用
さ
れ
る
「
サ
ッ

シ
・
ド
ア
」
の
基
本
性
能
は
、
耐
風
圧
性

と
水
密
性
、
そ
し
て
気
密
性
で
す
。
こ
れ

ら
の
性
能
は
、
日
本
産
業
規
格(

Ｊ
Ｉ
Ｓ 

 
 
 

規
格
：
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ａ 

４
７
０
６)

に
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
耐
風
圧
性
は
、
強
風
な

ど
内
外
か
ら
の
力
に
対
し
て
ど
の
程
度

耐
え
ら
れ
る
か
を
示
す
性
能
で
あ
り
、 

Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
に
お
い
て
は
、
最
大
加
圧
圧

力
に
応
じ
「
Ｓ
‐
１
」
か
ら
「
Ｓ
‐
７
」

の
等
級
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

〈
資
料-

２
〉 

水
密
性
は
、
屋
内
へ
の
雨
水
の
浸
入
を

ど
の
程
度
防
げ
る
か
を
示
し
た
性
能
で

あ
り
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
に
お
い
て
は
、 

「
Ｗ
‐
１
」
か
ら
「
Ｗ
‐
５
」
の
等
級
に

分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
〈
資
料-

３
〉 

気
密
性
は
、
建
具
の
隙
間
か
ら
ど
の
程

度
の
空
気
の
出
入
り
か
あ
る
か
を
示
す

性
能
で
あ
り
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
に
お
い
て
は
、
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「
Ａ
‐
１
」
か
ら
「
Ａ
‐
４
」
ま
で
の
等

級
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
〈
資
料-

４
〉 

そ
の
他
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
に
お
い
て
、
屋

内
の
熱
移
動
を
ど
れ
く
ら
い
抑
え
る
こ

と
が
で
き
る
か
を
示
す
性
能
と
し
て
の

断
熱
性
、
屋
内
外
へ
の
音
の
出
入
り
を
ど

の
程
度
遮
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
示
す

性
能
と
し
て
の
遮
音
性
の
等
級
も
規
定

さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 
 
 

   

 

  

⑧ 

防
火
性
／
排
煙
／
消
火
／
避
難
／ 

救
出
活
動
／
バ
リ
ア
フ
リ
ー
／
防
犯 

「
開
口
部
」
の
安
全
・
安
心
に
関
す
る

項
目
と
し
て
、
次
の
性
能
も
求
め
ら
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

防
火
性
に
関
し
て
は
、
防
火
戸
・
防
火

設
備
・
特
定
防
火
設
備
と
し
て
の
性
能
が
、

建
築
基
準
法
に
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
【
建
築
基
準
法
施
行
令
第
１
０
８ 

 
条
の
３
／
第
１
０
９
条
】 

ま
た
、
火
災
時
に
有
害
な
煙
を
屋
外
に

排
出
す
る
た
め
の
「
開
口
部
」
と
し
て
の

排
煙
設
備
の
設
置
、
お
よ
び
排
煙
設
備
に

代
わ
る
「
開
口
部
」
（
「
窓
」
）
の
設
置 

 

も
必
要
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
建
築
物

の
高
さ
３
１
ｍ
以
下
の
部
分
に
あ
る
３

階
以
上
の
階
に
お
い
て
は
、
火
災
時
の
消

火
活
動
や
救
出
活
動
の
際
に
、
外
部
か
ら

の
進
入
を
容
易
に
す
る
た
め
に
設
置
が

必
要
な
「
非
常
用
の
進
入
口
及
び
代
替
進

入
口
」
の
形
状
、
大
き
さ
、
位
置
、
構
造

な
ど
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
【
建
築
基

準
法
施
行
令
第
１
２
６
条
の
２
／
第
１

２
６
条
の
３
／
第
１
１
６
条
の
２
第
１

項
第
二
号
／
第
１
２
６
条
の
６
／
第
１

２
６
条
の
７
】 

尚
、
消
防
法
に
お
い
て
は
、
「
避
難
上

及
び
消
火
活
動
上
有
効
な
開
口
部
」
と
し

て
の
進
入
口
の
設
置
が
求
め
ら
れ
、
十
階

以
下
、
十
一
階
以
上
の
階
に
分
け
て
、
階

ご
と
に
開
口
部
の
大
き
さ
、
位
置
、
構
造
、

開
口
下
端
ま
で
の
高
さ
、
数
、
面
積
、
有

効
性
な
ど
が
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
ま

す 

。
【
消
防
法
施
行
令
第
１
０
条
第
１

項
第
五
号
／
消
防
法
施
行
規
則
】 

さ
ら
に
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
に
基
づ
く

標
準
設
計
に
倣
う
な
ど
、
床
の
段
差
を
な

く
す
こ
と
や
、
車
椅
子
が
展
開
で
き
る
な

ど
の
設
計
上
の
工
夫
も
必
要
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。 

防
犯
に
関
し
て
は
、
住
宅
性
能
評
価
制

度
に
評
価
方
法
が
あ
る
も
の
の
、
等
級
区

〈資料-２〉耐風圧性：JIS A 4706  

〈資料-３〉水密性：JIS A 4706  

 

〈資料-４〉気密性：JIS A 4706  
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分
は
な
く
、
建
築
基
準
法
等
の
建
築
関
係

法
令
に
も
特
に
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
。 

⑨ 

断
熱
性
／
防
音
（
遮
音
性
・
吸
音
性
）

／
防
露
性
／
遮
熱
性 

断
熱
性
、
防
音
（
遮
音
性
、
吸
音
性
）
、

防
露
性
、
遮
熱
性
も
、
居
住
や
使
用
す
る

上
で
の
快
適
性
に
係
わ
る
建
築
物
の
「
開

口
部
」
が
有
す
べ
き
性
能
と
な
り
ま
す
。 

「
開
口
部
」
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
サ

ッ
シ
・
ド
ア
」
の
断
熱
性
は
、
屋
内
の
熱

移
動
を
ど
れ
く
ら
い
抑
え
る
こ
と
が
で

き
る
か
を
示
す
性
能
で
あ
り
、
熱
貫
流
抵

抗
値
と
日
射
熱
取
得
率
に
よ
り
判
断
し

ま
す
。
断
熱
性
は
、
ガ
ラ
ス
だ
け
で
な
く
、

枠
の
材
質
な
ど
に
よ
っ
て
性
能
が
大
き

く
変
化
し
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
に
お
い
て
は
、

「
Ｈ
‐
１
」
か
ら
「
Ｈ
‐
５
」
ま
で
の
等

級
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
建
築

物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に

関
す
る
法
律
（
建
築
物
省
エ
ネ
法
）
や
住

宅
性
能
表
示
の
等
級
に
従
い
、
高
気
密
高

断
熱
に
係
る
性
能
が
求
め
ら
れ
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。
【
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
、
住
宅

性
能
表
示
制
度
】 

防
音
は
、
遮
音
性
や
吸
音
性
を
確
保
す

る
手
法
を
用
い
て
、
外
部
騒
音
や
室
内
の

音
が
漏
れ
出
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
を
指

し
ま
す
。 

 

遮
音
性
は
、
伝
播
す
る
音
を
壁
、
屋
根
、

「
開
口
部
」
な
ど
で
遮
断
す
る
こ
と
が
で

き
る
性
能
で
あ
り
、
吸
音
性
は
、
音
を
吸

収
す
る
こ
と
に
よ
り
、
音
の
反
射
、
透
過

を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
性
能
で
す
。
住
宅

性
能
表
示
に
よ
る
透
過
損
失
等
級(

外
部

「
開
口
部
」) 

に
お
い
て
は
、
外
壁
の
「
開

口
部
」
の
方
位
別
に
よ
る
空
気
伝
搬
音
の

遮
断
の
程
度
が
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
に
お
い
て
は
、 

「
Ｔ
‐
１
」
か
ら
「
Ｔ
‐
４
」
ま
で
の
等

級
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。 

結
露
を
防
止
す
る
防
露
性
に
関
し
て

は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
に
よ
る
等
級
や
建
築
基

準
法
等
の
建
築
関
係
法
令
に
規
定
は
な

い
も
の
の
、
設
計
上
の
配
慮
を
欠
き
、
通

常
の
性
能
を
満
た
し
て
い
な
い
と
判
断 

 

さ
れ
れ
ば
、
債
務
不
履
行
責
任
や
不
法
行

為
責
任
を
問
わ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
十
分
に
配
慮
し
た
設
計
と
説
明

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

遮
熱
性
に
関
し
て
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
に

よ
る
等
級
は
設
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

断
熱
用
の
ペ
ア
ガ
ラ
ス
の
一
方
に
反
射

膜
を
設
け
た
「
Ｌ
Ｏ
Ｗ
‐
Ｅ
」
ガ
ラ
ス
を

使
用
す
る
ケ
ー
ス
も
増
加
し
て
い
ま
す
。 

 

反
射
膜
を
外
側
に
し
た
も
の
を
遮
熱

タ
イ
プ
、
内
向
き
に
し
た
も
の
は
断
熱
タ

イ
プ
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
「
Ｌ
Ｏ
Ｗ
‐

Ｅ
」
ガ
ラ
ス
の
採
用
は
、
遮
熱
効
果
が
高

い
こ
と
か
ら
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
建
築
物

省
エ
ネ
法
）
や
住
宅
性
能
表
示
の
等
級
に

基
づ
く
高
気
密
高
断
熱
に
係
る
「
開
口

部
」
に
使
用
さ
れ
ま
す
。
【
建
築
物
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る

法
律
、
住
宅
性
能
表
示
制
度
】 

  
 
 

 

   

 

 

会の活動にご協力ください 

 

●会員の種類     ●年会費 

正  会  員 --- 24,000円 

消費者正会員 --- 12,000円 

一 般 会 員  ---  6,000円 

団体一般会員 --- 48,000円 

   

※ご入会の際は事務局まで 

ご連絡ください。 

無料電話相談窓口のご案内 

あなたの家は大丈夫ですか？ 

欠陥住宅など、住まいに関する相談・質問がある方は、当会ウェブサイトの 

「相談員名簿」（http://www.kenchiku-gmen.or.jp/sumai110.html） 

に掲載されているお近くの相談員まで、直接アクセスして下さい。 
 

誰に相談すれば良いかわからないなど、不明な点がありましたら、 

 事務局にお問合せいただければ、適当な相談員をご案内します。 

   TEL：0３-６８０５-３７４１ / FAX：0３-６８０５-３７１９ 

   E-mail：jimukyoku@kenchiku-gmen.or.jp 

file:///C:/Users/taokanote21/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/DSE97RNO/相談員名簿
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修
繕
や
模
様
替
も
建
築
確
認
は
必
要 

「
修
繕
や
模
様
替
え
な
ら
建
築
確
認
は 

い
ら
な
い
」
は
、
誤
り
で
す
。 

増
改
築
等
、
大
規
模
修
繕
・
模
様
替
え
、

用
途
変
更
は
原
則
、
建
築
確
認
が
必
要
で

す
。 四

号
建
築
物
で
あ
れ
ば
大
規
模
の
修

繕
・
模
様
替
え
の
建
築
確
認
は
不
要
で
す
。 

【
ポ
イ
ン
ト
】 

一
般
的
に
改
修
工
事
と
よ
ば
れ
る
も

の
は
建
築
基
準
法
が
定
め
る
「
建
築
」
の

中
の
「
増
築
、
改
築
、
移
転
」
、
あ
る
い

は
「
大
規
模
の
修
繕
」
「
大
規
模
の
模
様

替
え
」
「
用
途
変
更
」
の
何
れ
か
を
指
す

こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
こ
の
う
ち
「
建

築
（
改
修
工
事
で
は
増
築
、
改
築
、
移
転
）
」

「
大
規
模
の
修
繕
」
「
大
規
模
の
模
様
替

え
」
を
行
う
場
合
に
は
、
原
則
、
確
認
の

申
請
書
を
提
出
し
、
確
認
済
証
の
交
付
を

受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

例
外
は
、
法
第
６
条
第
１
項
第
四
号
の

建
物
（
い
わ
ゆ
る
四
号
建
物
）
で
す
。「
建

築
」
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
だ
け
確
認
申

請
が
必
要
で
、
「
大
規
模
の
修
繕
」
「
大

規
模
の
模
様
替
え
」
で
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。 ※

「
建
築
確
認
」
と
は
、
家
を
建
て
る

工
事
を
す
る
前
に
建
物
や
地
盤
が
建
築

基
準
法
に
適
合
し
て
い
る
か
確
認
す
る

こ
と
で
す
。
建
蔽
率
（
建
ぺ
い
率
）
や
容

積
率
、
北
側
斜
線
規
制
な
ど
が
守
ら
れ
て

い
る
か
、
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
対
策
は
行
わ
れ

て
い
る
か
、
居
室
は
十
分
採
光
が
確
保
さ

れ
て
い
る
か
な
ど
が
確
認
さ
れ
ま
す
。 

2020
年
か
ら
は
省
エ
ネ
基
準
に
達
し
て
い

る
か
も
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
ま
す
。 

※
「
四
号
建
築
物
」
と
は
、
２
階
建
て

以
下
の
小
規
模
木
造
住
宅
な
ど
で
、
建
築

基
準
法
第
６
条
第
１
項
第
四
号
に
定
義

さ
れ
て
い
る
小
規
模
建
築
物
の
事
を
『
建

築
物
』
と
呼
び
ま
す
。 

  

 

２
０
２
２
年
度
第
２
回
研
修
会
の
ご
案
内 

▽
日
時 

２
０
２
２
年
11
月
19
日
（
土
） 

 

 
 
 
 
 

13
時
00
分
～
15
時
10
分 

 
 
 
 
 

（
途
中
10
分
間
休
憩
あ
り
） 

▽
場
所 

各
自
宅
等 

 
 
 
 

（
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
） 

▽
講
演
内
容 

「
建
築
Ｇ
メ
ン
の
た
め
の
法
律
知
識
」 

講
師 

永
井
崇
志
（
弁
護
士
、
元
裁
判
官
） 

赤
坂
裕
志
（
弁
護
士
、
当
会
理
事
） 

▽
参
加
費 

会
員
３
千
円 

▽
主
催
・
問
合
せ 

建
築
Ｇ
メ
ン
の
会 

℡
（
０
３
・
６
８
０
５
・
３
７
４
１
）  

～～
編編
集集
後後
記記
～～  

年
末
の
足
音
が
聞
こ
え
始
め
、
喪
中
は

が
き
が
届
く
季
節
に
な
り
ま
し
た
。 

お
会
い
す
る
機
会
の
な
い
方
々
の
ご

家
族
か
ら
届
く
喪
中
は
が
き
は
寂
し
い

も
の
で
す
が
、
年
明
け
に
届
く
年
賀
状
は
、

懐
か
し
さ
が
込
み
上
げ
、
う
れ
し
い
も
の

で
も
あ
り
ま
す
。 

今
年
、
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
大
先
輩

が
亡
く
な
ら
れ
た
と
の
は
が
き
が
届
き

ま
し
た
。
知
識
の
豊
富
さ
、
仕
事
の
さ
ば

き
方
な
ど
、
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
故
人
は
、
し
ば
し
ば
『
仕

事
は
ケ
ー
ケ
ー
デ
ィ
ー
（
Ｋ
Ｋ
Ｄ
）
だ

よ
。
』
と
言
わ
れ
て
い
た
の
を
思
い
出
し

ま
す
。
ケ
ー
ケ
ー
デ
ィ
ー
（
Ｋ
Ｋ
Ｄ
）
と

い
う
の
は
、
「
経
験
」
と
「
勘
」
と
「
度

胸
」
の
頭
文
字
だ
と
い
う
の
で
す
。 

 
 

確
か
に
、
広
く
深
い
知
識
の
習
得
や
長

く
仕
事
を
続
け
な
け
れ
ば
「
経
験
」「
勘
」

「
度
胸
」
を
発
揮
し
て
仕
事
を
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。 

た
だ
、
企
業
に
お
い
て
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
と
い

う
手
法
は
、
長
年
の
経
験
や
過
去
の
事
例

を
主
な
基
準
と
し
て
判
断
を
行
う
も
の

で
、
経
験
に
基
づ
く
判
断
は
多
く
の
場

合
、
あ
る
程
度
は
う
ま
く
処
理
で
き
る
も

の
の
、
人
に
よ
り
判
断
に
ば
ら
つ
き
が
生

じ
た
り
、
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
事
例
に

は
う
ま
く
対
処
で
き
る
と
は
限
ら
ず
、
逆

に
経
験
に
よ
っ
て
根
本
的
な
原
因
を
見

落
と
し
た
り
、
と
い
っ
た
弊
害
も
懸
念
さ

れ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

し
か
し
、
個
々
人
に
と
っ
て
、「
経
験
」

と
「
勘
」
と
「
度
胸
」
に
基
づ
き
仕
事
を

履
行
す
る
こ
と
は
、
最
低
限
必
要
な
姿
勢

だ
と
思
う
と
こ
ろ
で
す
。 

秋
が
深
ま
る
中
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
が

巡
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 

（
Ｔ
・
Ｔ
） 

 

□
実
例
欠
陥
建
築
集
・
木
造
編 

次
ペ
ー
ジ
に
、
当
会
の
１０
周
年
記
念
事
業

と
し
て
作
成
し
た
「
実
例
欠
陥
建
築
集
・

木
造
編
」
の
一
部
を
、
掲
載
い
た
し
ま
す
。

今
後
も
順
次
掲
載
い
た
し
ま
す
（
紙
面
の

都
合
に
よ
る
不
定
期
掲
載
）
。 

事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ 

 

消
費
者
も
知
っ
て
お
く
べ
き 

建
築
基
準
法
ア
ラ
カ
ル
ト
02 

 
文
責 
副
理
事
長 

田
岡
照
良 
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